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大江町農業委員会総会定例会議事録 

 

１．開催日時   令和８年４月２７日（月） 午後４時２０分～ 

 

２．開催場所   大江町役場 ２０１会議室 

 

３．出席委員（１０名） 

   １番 菊 地 洋 幸   ４番 大 泉 孝 一   ５番 五十嵐  弘 

   ６番 松 田 俊 夫   ７番 伊 藤 真 人   ９番 小 野 健 一 

  １０番 橋 本 光 弘  １１番 鈴 木 義 弘  １２番 西 田 和 之 

  １３番 大 泉 晴 稔 

 

４．欠席委員（３名） 

   ２番 佐 藤 茂 美   ３番 公 平 友 和   ８番 鈴 木 智 子 

 

５．議事日程 

  日程第１  議事録署名委員の選任について 

  日程第２  議案第１０号  農地法第１８条第６項の規定による通知書確認審査について 

  日程第３  議案第１１号  農地法第３条の規定による許可処分について 

  日程第４  議案第１２号  大江町農用地利用集積等促進計画案の審議について 

  日程第５  議案第１３号  地域計画変更に係る意見聴取について 

  日程第６  報告第 ２ 号  農業委員会等に関する法律第２６条第３項の規定による職員

の任免にかかる専決事項の報告について 

  日程第７  報告第 ３ 号  農地改良完了報告について 

  日程第８  報告第 ４ 号  農地改良届の報告について 

 

６．農業委員会事務局職員 

  事務局長（農林課長併任）  阿 部 美代子    事務局長補佐  池 田 広 貴 

  農 地 係 長  佐 藤 慎 吾 

 （議案説明のため出席した職員） 

  農林課長補佐  清 野 邦 宏    農林課農政係長   堀  智 春 

 

７．会議の概要（午後４時２０分 開会） 

 

議 長  本日は、お忙しいなか出席いただきましてありがとうございます。 

     それでは、ただ今から令和８年第４回農業委員会総会定例会を開会いたします。 

     本日、２番 佐藤茂美委員、３番 公平友和委員、８番 鈴木智子委員より欠席の通

知がありました。１３名中１０名の出席となっており、本総会は成立しておりますこと



- 2 - 

をはじめに報告いたします。 

     それでは、事前に配付しております議事日程に従って議事を進めることでご異議ござ

いませんか。 

 

       （「異議なし」の声） 

 

議 長  異議なしと認め、議事日程に従い進めさせていただきます。 

 

議 長  日程第１ 議事録署名委員の選任について、大江町農業委員会会議規則第２０条第２

項の規定により議長から指名することでご異議ございませんか。 

 

       （「異議なし」の声） 

 

議 長  異議なしと認め、４番 大泉孝一委員と５番 五十嵐弘委員のご両名にお願いします。 

 

議 長  それでは、議事に入ります。 

     日程第２ 議案第１０号「農地法第１８条第６項の規定による通知書確認審査につい

て」を上程いたします。 

     事務局の説明をお願いします。 

 

事務局  ご説明申し上げます。別紙一覧表をご覧ください。 

     №１について、土地の所在は大字○○字○○◆◆番、地目は田、面積１，９５３㎡、解

約の理由は賃借人が亡くなり耕作することができなくなったことによるものです。 

     №２について、土地の所在は大字○○字○○◆◆番、地目は田、面積９１６㎡、解約の

理由は今後賃貸人本人が耕作する意向があるためで、現在そのための準備を行っている

段階とのことです。 

     №３について、土地の所在は大字○○字○○◆◆番、地目は畑、面積１，９５４㎡、解

約の理由は新たな賃借人と契約するためです。こちらはこの後の議案第１２号にて審議

いただくこととしています。なお、支援センターと耕作者である実賃借人との契約解除

については、先般センターより令和８年２月１７日付けで契約解除の通知がありました

ので申し添えます。 

     №４について、土地の所在は大字○○字○○◆◆番、地目は畑、面積３３３㎡、解約の

理由は賃借人が水稲作付のため育苗ハウスとして利用していましたが、所有するトラク

ターが使用できなくなり、今後作付けができなくなったことから解約に至った次第です。 

     以上です。 

 

議 長  それでは、審議に入ります。何か質問等ございませんか。 

 

議 長  では、お諮りします。 
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     議案第１０号「農地法第１８条第６項の規定による通知書確認審査について」を原案

のとおり確認することにご異議のない方の挙手を求めます。 

 

議 長  全員であります。よって本案件は、原案のとおり確認することとしました。 

 

議 長  日程第３ 議案第１１号「農地法第３条の規定による許可処分について」を上程いた

します。 

     事務局の説明をお願いします。 

 

事務局  ご説明申し上げます。別紙審議一覧表及び参考図面をご覧ください。 

     土地の所在は大字○○字○○◆◆番ほか２筆、地目は田１筆、原野２筆、面積は合計

で３，１９８㎡、内容は所有権移転です。対価は△△△円で、１０ａあたりの単価は△△

△円です。ぶどう、桃などの果樹を栽培する予定です。 

     以上です。 

 

議 長  本案件につきましては、先に現地調査がおこなわれておりますので、担当委員から現

地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

 

１ 番  菊地 洋幸 委員 

     それでは報告します。 

     さる４月１７日、２番 佐藤茂美委員と私１番 菊地、および事務局職員とともに現

地を確認してまいりました。 

     場所は○○地区内の月布川沿いに位置する農地で、一部荒地だった所もきれいに整地

し果樹や野菜畑として作付けしており、今後も優良農地として管理していくと思われる

ことから特段問題無いものと確認してきました。 

     以上報告いたします。 

 

議 長  ご苦労様でした。それでは、審議に入ります。何か質問等ございませんか。 

 

議 長  では、お諮りします。 

     議案第１１号「農地法第３条の規定による許可処分について」を原案のとおり決する

ことにご異議のない方の挙手を求めます。 

 

議 長  全員であります。よって本案件は、原案のとおり決することとしました。 

 

議 長  日程第４ 議案第１２号「大江町農用地利用集積等促進計画案の審議について」を上

程いたします。 

     事務局の説明をお願いします。 
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事務局  ご説明申し上げます。別紙審議一覧表をご覧ください。 

     こちらは先程議案第１０号で可決いただいた案件事項であり、地域計画に基づく農用

地利用集積等促進計画としての契約で、農地中間管理機構への貸付案件及び転貸先にな

る借受案件になります。 

     以上です。 

 

議 長  それでは、審議に入りますが、こちらの案件については会議規則第１７条の議事参与

の制限により、５番 五十嵐弘委員の発言をお控えください。何か質問等ございません

か。 

 

議 長  では、五十嵐委員を除く皆さんにお諮りします。 

     議案第１２号「大江町農用地利用集積等促進計画案の審議について」を原案のとおり

決することに異議のない方の挙手を求めます。 

 

議 長  全員であります。よって本案件は、原案のとおり決することとしました。 

 

議 長  日程第５ 議案第１３号「地域計画変更に係る意見聴取について」を上程いたします。

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局  ご説明申し上げます。別紙資料をご覧ください。 

     地域計画については令和７年３月２７日付けで策定されたところですが、今回計画の

一部変更があり、その決定にあたり関係団体の意見を聴取しなければならず、このたび

農業委員会からの意見を求められましたので、審議のうえ答申しようとするものです。 

     詳細については、担当であります農林課より直接ご説明申し上げます。 

 

農林課  農林課農政係の堀と申します。それでは本件議案について説明いたします。 

     地域計画については、将来の農業の在り方を記載するとともに、目標地図という誰が

どこの農地を管理していくかを示した地図とともに定めることとしており、令和７年３

月２７日付けで策定したところですが、今回当該計画内容の一部を変更したことから、

農業経営基盤強化促進法第１９条第６項に基づき関係団体の意見を聴取する必要がある

ため、このたび議案として上程するものであります。 

     変更後の計画案については、事前に配布しております資料のとおりでございますが、

今回の変更内容は、令和８年２月に実施しております地域計画にかかる話し合いを基に、

計画内の「４ 地域内の農業を担う者一覧」の追加、変更及びこれに伴う目標地図の変

更となっております。 

     以上です。 

 

事務局  ではこれから目標地図をご覧いただきますが、補足部分がある場合は担当より説明の

うえ、その後審議に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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議 長  それでは、事務局から説明のありましたとおり、審議の前に皆さんから目標地図の図

面をご覧いただきその後審議に入ります。 

     暫時、休憩とします。 

 

     （休憩、目標地図の確認作業） 

 

議 長  休憩を閉じ、会議を再開します。 

     それでは、審議に入ります。何か質問等ございませんか。 

 

議 長  では、お諮りします。 

     議案第１３号「地域計画変更に係る意見聴取について」を原案のとおり確認すること

にご異議のない方の挙手を求めます。 

 

議 長  全員であります。よって本案件は原案のとおり確認することとし、大江町長に答申す

るものといたします。 

 

議 長  日程第６ 報告第２号「農業委員会等に関する法律第２６条第３項の規定による職員

の任免にかかる専決事項の報告について」を上程いたします。 

     事務局の説明をお願いします。 

 

事務局  ご説明申し上げます。 

     本件につきましては、去る４月１日付けの人事異動により、別紙のとおり農業委員会

事務局職員の異動がありました。職員の任免については、農業委員会等に関する法律第

２６条第３項の規定により農業委員会が任免することになっていますが、大江町農業委

員会会長専決規程第３条に基づき専決処分をおこなったことから、同規程第４条に基づ

き報告するものです。 

     まず転出者ですが、齋藤恵美 農地係主任が総務課主任に異動となります。 

     また、農業委員会事務局長補佐を併任しておりました清野邦宏 農林課長補佐につい

てはその併任を解かれています。 

     転入者につきましては、事務局長補佐に健康福祉課の池田広貴課長補佐が任命されて

います。 

     以上です。 

 

議 長  ただいま報告のありました件について、ご質問等ございませんか。 

 

議 長  それでは、報告第２号については、事務局報告のとおりとします。 

 

議 長  日程第７ 報告第３号「農地改良完了報告について」を上程いたします。 
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     事務局の説明をお願いします。 

 

事務局  ご説明申し上げます。別紙一覧表及び参考図面をご覧ください。 

     №１について、土地の所在は大字○○字○○◆◆番、地目は田、面積２，３２８㎡、盛

土により畦畔を高くし法面崩壊を防ぐための改良で、３月３１日に完了しています。 

     №２について、土地の所在は大字○○字○○◆◆番ほか６筆、地目は田、面積は合計

で１３，７８９㎡、畦畔を撤去し作業しやすくするための改良で、３月２８日に完了し

ています。 

     №３について、土地の所在は大字○○字○○◆◆番、地目は田、面積３３２㎡、№２同

様畦畔撤去の改良で、４月３日に完了しています。 

     №４について、土地の所在は大字○○字○○◆◆番、地目は田、面積３０２㎡、№２、

№３同様畦畔撤去の改良で、４月１５日に完了しています。 

     以上です。 

 

議 長  本件につきましても、先に現地調査がおこなわれておりますので、担当委員の方から

その結果を報告お願いします。 

 

１ 番  菊地 洋幸 委員 

     それでは報告します。 

     №１については、東側部分が高低差のある法面で、大雨が降った場合大規模に崩壊す

るおそれもあることから、畦畔を高くすることで崩壊を防ぎ効果的であると確認してき

ました。 

     №２から４についてはいずれも同じ改良内容であり、畦畔撤去により作業効率が上が

るものと確認してきました。 

     以上報告いたします。 

 

議 長  ただいま報告のありました件について、ご質問等ございませんか。 

 

議 長  それでは、報告第３号「農地改良完了報告について」は、事務局報告のとおりとしま

す。 

 

議 長  日程第８ 報告第４号「農地改良届の報告について」を上程いたします。 

     事務局の説明をお願いします。 

 

事務局  ご説明申し上げます。別紙一覧表及び参考図面をご覧ください。 

     土地の所在は大字○○字○○◆◆番ほか１筆、地目は田、面積は合計で１，９３５㎡、

畦畔を撤去し作業効率を上げるための改良です。 

     以上です。 
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議 長  本案件につきましても、先に現地調査がおこなわれておりますので、担当委員の方か

らその結果を報告お願いします。 

 

１ 番  菊地 洋幸 委員 

     それでは報告します。 

     場所は○○の南東側に位置した農地で、東西に細長い田が２枚あり、大型機械での作

業も大変なことから、畦畔を撤去することで効率よく作業できると考えられます。 

     以上報告いたします。 

 

議 長  ただいま報告のありました案件については、会議規則第１７条の議事参与の制限によ

り、７番 伊藤真人委員の発言をお控えください。ではご質問等ございませんか。 

 

議 長  それでは、報告第４号「農地改良届の報告について」は、事務局報告のとおり承認する

ことにします。 

 

議 長  本日予定しておりました審議案件は、以上であります。 

     これをもちまして、令和８年第４回総会定例会を閉会いたします。 

 

 

 

                               （午後４時５０分 閉会） 

 

 令和８年４月２７日 

 

                    議  長                    

 

                    署名委員                    

 

                    署名委員                    


